
後期高齢者医療制度に関するお知らせ

■平成２２・２３年度の新しい保険料率が決まりました。

■保険料の軽減措置は全て継続されます。

■当分の間、後期高齢者医療制度は継続されます。

■対象となる方（被保険者）
７５歳以上の方（誕生日当日から）

６５歳以上７５歳未満の一定の障害がある方で広域連合の認定を受けた方

■保険証
被保険者には、お一人に１枚、保険証が交付されます。

■窓口負担の割合
医療機関等での窓口負担は、一般の方は１割負担、現役並み所得の方は３割負担です。

■保険料
保険料額は、被保険者均等割額（被保険者全員に均一にかかる金額）と所得割額（被保険者の所得に応じてかかる金額）の合計

額となり、被保険者お一人おひとりに納めていただきます。

＜保険料の決め方＞
京都府における平成２２年度・２３年度の均一保険料（年額）

年間の保険料 均等割額 所得割額

＝ 一人当たり ＋ ｛総所得金額等－基礎控除額(３３万円)｝

(限度額 ５０万円） ４４,４１０円 ×８.６８％ （京都府の所得割率）

＜不均一保険料率について＞
保険料率は同一広域連合内では均一が原則ですが、

特例として医療費が著しく低い市町村については、均一

の保険料率よりも低い保険料率を設定しています。

該当する市町村の平成２２年度、２３年度の保険料率

は右のとおりです。

■所得の低い方の軽減措置

＜被保険者均等割額の軽減＞
所得の低い方は、世帯（被保険者全員と世帯主）の所得に応じて、保険料の被保険者均等割額が軽減されます。

世帯主と世帯内のすべての被保険者について総所得金額等が下記の基準を超えない世帯 軽減割合

８．５割軽減の対象となる世帯のうち、被保険者全員が年金収入８０万円以下(その他の各種所得がない)の世帯の方 ９割

基礎控除額（３３万円） ８．５割

基礎控除額（３３万円）＋２４．５万円×被保険者の数 （被保険者である世帯主を除く） ５割

基礎控除額（３３万円）＋３５万円×被保険者の数 ２割

●年金収入につき公的年金等控除を受けた６５歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額から１５万円が控除されます。

●基礎控除額等の数字は、税制改正などで改正されることがあります。

＜所得割額の軽減＞
所得割額の算定にかかる基礎控除後の総所得金額等が５８万円以下の方について、所得割額が５割軽減されます。

市町村名 均等割額 所得割率 市町村名 均等割額 所得割率

綾 部 市 40,670 円 7．95% 京丹波町 40,610 円 7．94%

宮 津 市 40,330 円 7．89% 伊 根 町 39,220 円 7．67%

京丹後市 40,750 円 7．97% 与謝野町 39,300 円 7．69%

南山城村 40,640 円 7．95%



■被扶養者であった方の軽減措置
制度加入の前日まで会社の健康保険や協会けんぽ、共済組合の被扶養者であった方は、当分の間、所得割額はかからず均等割

額が９割軽減されます（国民健康保険や国民健康保険組合の加入者は該当しません）。

■保険料のお支払い方法
保険料は、原則として年金からお支払いいただきます。（特別徴収）

対象となる年金額が年額１８万円未満の方や、介護保険料とあわせた保険料額が、対象となる年金額の２分の１を超える方は、

口座振替や納付書などでお住まいの市町村にお支払いいただきます。（普通徴収）

また、特別徴収（年金からのお支払い）から口座振替によるお支払いへの変更を希望される方は、お住まいの市町村に申請して

ください。
対象となる年金受給額

年額１８万円未満 年額１８万円以上

介護保険料と合わせた保険料額
年金額の１／２を超える方 年金額の１／２を超えない方

普通徴収 特別徴収
口座振替や納付書によりお支払いいただきます。 年金からお支払いいただきます。

■保険料の納期
＜特別徴収＞（各納期の納付期日は年金支給日） ＜普通徴収＞（各納期の納付期日は市町村により異なります｡）

期
仮徴収 本徴収

１ ２ ３ ４ ５ ６

納期 ４月 ６月 ８月 １０月 １２月 ２月
●仮徴収(第１～３期)における各期の徴収額は、原則として前年度の２月

（第６期）にお支払いいただいた額になります。
●本徴収(第４～６期)における各期の徴収額は、原則として７月に確定する ●市町村により随時納期（４～６月）がある場合があります。

保険料年額から、仮徴収された額を差し引いて３回に分けた額になります。

■後期高齢者医療制度について
●後期高齢者医療制度は当分の間は継続されますが、今後新たな制度に移行します。

●現在、国においては新たな制度の具体的なあり方についての検討が進められており、平成２２年夏には基本的な骨格が取りま

とめられる予定です。

■お問い合わせ先
【京都市】 【京都市以外の市町村】

区役所・支所・出張所名 担当課名 電話番号 市町村名 担当課名 電話番号

北 区 役 所 保険年金課 ０７５-４３２-１２５７ 宮津市役所 市民室国保年金係 ０７７２-２２-２１２１(代)

上京区役所 保険年金課 ０７５-４４１-５１３０ 亀岡市役所 保険医療課 ０７７１-２５-５０２６

左京区役所 保険年金課 ０７５-７７１-４２７２ 城陽市役所 国保医療課 ０７７４-５６-４０３９

中京区役所 保険年金課 ０７５-８１２-２５８３ 向日市役所 医療保険課 ０７５-９３１-１１１１(代)

東山区役所 保険年金課 ０７５-５６１-９１９７ 長岡京市役所 医療年金課 ０７５-９５１-２１２１(代)

山科区役所 保険年金課 ０７５-５９２-３１０５ 八幡市役所 国保医療課 ０７５-９８３-１１１１(代)

下京区役所 保険年金課 ０７５-３７１-７２５２ 京田辺市役所 国保医療課 ０７７４-６４-１３７４

南 区 役 所 保険年金課 ０７５-６８１-３３２８ 京丹後市役所 保険事業課 ０７７２-６９-０２２０

右京区役所 保険年金課 ０７５-８６１-２０３２ 南丹市役所 国保医療課 ０７７１-６８-００１１

京北出張所 福 祉 担 当 ０７７１-５２-１８１５ 木津川市役所 国保医療課 ０７７４-７５-１２１４

西京区役所 保険年金課 ０７５-３８１-７４０６ 大山崎町役場 町民健康課 ０７５-９５６-２１０１(代)

洛 西 支 所 保険年金課 ０７５-３３２-９２９７ 久御山町役場 国保医療課 ０７５-６３１-９９１３

伏見区役所 保険年金課 ０７５-６１１-１８６４ 井手町役場 保健医療課 ０７７４-８２-６１６６

深 草 支 所 保険年金課 ０７５-６４２-３８０９ 宇治田原町役場 戸籍・保険課 ０７７４-８８-６６３４

醍 醐 支 所 保険年金課 ０７５-５７１-６５６８ 笠置町役場 住 民 課 ０７４３-９５-２３０１(代)

和束町役場 税 住 民 課 ０７７４-７８-３００１(代)

【京都市以外の市町村】 精華町役場 住 民 課 ０７７４-９５-１９１５

市町村名 担当課名 電話番号 南山城村役場 保健福祉課 ０７４３-９３-０１０１(代)

福知山市役所 高齢者福祉課 ０７７３-２４-７０１８ 京丹波町役場 住 民 課 ０７７１-８２-３８０３

舞鶴市役所 保険医療課 ０７７３-６６-１０７５ 伊根町役場 住民生活課 ０７７２-３２-０５０４

綾部市役所 市民･国保課 ０７７３-４２-３２８０(代) 与謝野町役場 保 健 課 ０７７２-４３-１５１４

宇治市役所 年金医療課 ０７７４-２１-０４１３ 京都府後期高齢者医療広域連合 ０７５－３４４－１２０２
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期 １ ２ ３ ４ ５

納期 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月

期 ６ ７ ８ ９

納期 １２月 １月 ２月 ３月


